
健康経営推進体制

最高責任者

社長

推進責任者

• 基本方針の決定

• 基本方針の立案

• 実施計画の立案･決定

連携

実施統括責任者

経営管理室長

人財労務部長

• 社員の安全と健康を守るた
めの調査・審議

• 実施計画の審議・推進
• 従業員へのｱﾅｳﾝｽ、意見聴

収

【スタッフ】

産業医、保健師、
労務グループスタッフ

経営会議

各部署

実施責任者

• 健康保持･増進活動
の推進･実施

各室部長

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長･支店長

所属員

安全衛生委員会

委員長(人財労務部長)、

副委員長、産業医、保健師、

会社指名委員、従業員選出委員

保険者

九州電力健康保険組合

推進担当者として情報共有・協議


